
令和７年１月２７日(月) 

ひまわり発達相談センター作成 

※保護者用説明資料からの抜粋 

 

 

１．個別支援計画作成の目的 

市では成長・発達に心配や不安を感じている就学前のお子さまを対象に、「乳

幼児個別支援計画」（以下「個別支援計画」といいます）の作成を行っています。 

個別支援計画は、保護者の方やお子さま本人の意向を尊重しながら、適切な

支援や配慮すべき点を把握して、その成長・発達を継続的に支援することを目

的に作成します。５歳児のお子さまに対しては、保護者の方の同意のもと、個

別支援計画を小学校に引き継ぐ取組みも併せて行います。 

 

２．個別支援計画を作成することのメリット 

（１）担任や担当者が替わっても、継続した支援が受けられます。 

（２）お子さまのことを、保護者の方と共有し、連携することができます。 

（３）お子さまの指導や支援における配慮を施設側に求めることができます。 

（４）支援者とのつながりを確保することができます。 

 

３．個別支援計画ご利用のイメージ 

 

＜就学前の場合＞ 
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